
【任期付短時間勤務職員】
1人

X-2004

令和8年2月4日

● 障害者対象（一般事務職）

令和7年度 冬期 久留米市職員採用試験　

第１次試験合格者
（任期付短時間勤務職員）

◆ 採用候補者の資格を辞退する場合、又は令和8年４月１日からの勤務ができない

場合は、令和8年2月20日（金）までに総務部人事厚生課へご連絡ください。

◆ その他の手続きや提出書類については、後日、通知します。

【連絡先】 久留米市 総務部 人事厚生課 TEL（0942）30-9056

※ 障害者対象の方のみ最終合格です。


